
 阿賀野市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則をここに公布する。  

  令和８年３月２５日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸  

 

阿賀野市規則第１５号  

   阿賀野市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則  

 （趣旨）  

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３４条の１５第２項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関

し、法、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）及び児童福祉法施行

規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「施行規則」という。）その他別

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （認可の申請等）  

第２条 施行規則第３６条の３６第１項の規定による申請は、乳児等通園支援

事業認可申請書（兼）特定乳児等通園支援事業者確認申請書（第１号様式）

に次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとす

る。  

 (１) 乳児等通園支援事業実施計画書（一般型用）（第２号様式）又は乳児

等通園支援事業実施計画書（余裕活用型用）（第３号様式） 

 (２) 誓約書（兼役員等名簿）（第４号様式）  

２ 市長は、前項の申請をしようとする者について、施行規則第３６条の３６

第１項各号に掲げる事項及び同条第２項各号に掲げる書類に記載すべき事

項のうちに、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条第

１項の確認その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該

事項に係る書類の提出を省略させることができる。  

３ 市長は、第１項の申請があった場合において、法第３４条の１５第２項の

認可（第７条において「認可」という。）をしたときは、乳児等通園支援事

業認可通知書（第５号様式）により当該申請を行った者に通知する。  

４ 法第３４条の１５第６項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可

通知書（第６号様式）により行うものとする。  

 （変更の届出）  

第３条 施行規則第３６条の３６第３項の規定による届出は乳児等通園支援

事業者認可変更届出書（施設名称等の変更）（第７号様式）により、同条第

４項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書（建物その他
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設備の変更等）（第８号様式）により行うものとする。  

２ 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

 （事業の廃止等の申請等）  

第４条 施行規則第３６条の３７第１項の規定による申請は、乳児等通園支援

事業認可廃止又は休止申請書（兼）特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出

書（第９号様式）により行うものとする。  

２ 市長は、前項の申請があった場合において、法第３４条の１５第７項の承

認をしたときは乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書（第１０号様式）

により、同項の承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通

知書（第１１号様式）により、当該申請を行った者に通知する。  

 （勧告等）  

第５条 法第３４条の１７第３項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改

善勧告書（第１２号様式）により、同項の規定による改善の命令は乳児等通

園支援事業改善命令書（第１３号様式）により行うものとする。  

 （事業の制限等）  

第６条 法第３４条の１７第４項の規定による乳児等通園支援事業の制限又

は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書（第１４号様式）に

より行うものとする。  

 （認可の取消し）  

第７条 市長は、法第５８条第２項の規定により認可を取り消したときは、乳

児等通園支援事業認可取消通知書（第１５号様式）により、当該取消しに係

る事業者に通知する。  

 （その他）  

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 


